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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ミシン本体に装着された刺繍するための布地を張った刺しゅう枠をＸ─Ｙ方向に移動す
るためのＸ─Ｙ機構部に取り付ける取付部を有し外枠開口部を備えた外枠部材と、前記外
枠開口部に挿入可能に対応する外形形状を有し且つ内枠開口部を備えた内枠部材とからな
り、該内枠部材には刺しゅう枠内への布地の倒れ込みを防止するガード部材を設けてなり
、該ガード部材は、内枠部材の外側へ回動する可倒構造としてなることを特徴とする刺し
ゅう縫い機能付きミシンの刺しゅう枠。
【請求項２】
　請求項１において、前記外枠部材の取付部は、外枠体から外方に突出する腕状片と該腕
状片の先端に外枠体から離間して形成された取付片で構成され、前記外枠辺部と前記腕状
片の先端に形成された取付片の間には空隙部が形成されてなることを特徴とする刺しゅう
縫い機能付きミシンの刺しゅう枠。

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】
本発明は、刺しゅう縫機能を有するミシンにおいて、上着の袖口又はズボン等のように筒
状縫製部位を有するものへの刺しゅうを行う場合に、筒状縫製部の弛み部分が刺しゅう枠
内に入り込むことを防止することができ、筒状縫製部における刺しゅう縫い作業を効率的
且つ安全に行うことができる刺しゅう縫い機能付きミシンの刺しゅう枠に関する。
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【０００２】
【従来の技術】
従来から刺しゅう枠駆動機構付きミシンが存在し、その駆動機構に刺しゅう枠を装着して
、該刺しゅう枠に布地を装着し、刺しゅうを行うことができるようになっている。具体的
には、ミシンのベッドにＸ─Ｙ方向に駆動する刺しゅう枠の駆動装置が装着され、該駆動
装置の刺しゅう枠取付部がベッドの外部に突出し、その刺しゅう枠取付部に刺しゅう枠が
取り付けられ、駆動機構のＸ─Ｙ方向の動作に伴い刺しゅう枠もＸ─Ｙ方向に移動し、刺
しゅう縫いが行われる。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
その刺しゅう機能の装着されたミシンにおいて、上着の袖又はズボン等のように筒状縫製
部を有する布地部分に刺しゅうを施すこともよく行われるようになっている。このような
筒状縫製部への刺しゅう作業を行うために、ミシンには筒状縫製部を挿通するのに適した
ベッドが設けられており、そのベッドを筒状縫製部に挿入しながら、前記刺しゅう枠にて
筒状縫製部の刺しゅう縫い箇所を刺しゅう枠で固定するものである。
【０００４】
このときに、筒状縫製部の開口箇所付近に刺しゅうを施す場合には、特に問題とならない
が、筒状縫製部の開口箇所から離れた箇所に刺しゅうを施す場合には、その刺しゅう枠の
固定箇所から、かなり多くの余り部分が生じることとなる。
この余り部分は、大きなしわのかたまりとなる弛み部分が刺しゅう枠内に入り込んでしま
うことがある。
【０００５】
これは、ミシンのベッドの筒状縫製部の挿入側に対して、その反対側には、ミシン本体の
ネック等が設けられているために、筒状縫製部の余り部分の逃げ場が存在しないため、余
り部分がしわ状に弛むためである。このような余り部分は、長さが５０mm程度でも大きな
しわの弛み部となる。そしてこのような弛みを生じた余り部分部分が刺しゅう枠内に倒れ
込むと、その余り部分に誤って刺しゅう縫いが行われてしまう可能性がある。
【０００６】
そのために、この筒状縫製部の刺しゅう枠から突出した部分の余り部分をいちいち、手で
遮るようにして、刺しゅう枠内に入り込むことを防止しなければならない。しかし、この
ような作業が増えることで、刺しゅう縫い作業に余分な負担がかかるのみならず、刺しゅ
う枠内（内枠開口部）に入り込んだ（倒れ込んだ）布地を取り出すためにその刺しゅう枠
内に手を入れなければならないこともある。このような行為は、極めて危険であり、場合
によってはミシン本体に装着された針で怪我をすることもありうる。そのために、刺しゅ
う枠内に、筒状縫製部の余り部分が入り込むことを防止することができるものが期待され
ている。
【０００７】
　そこで、発明者は、上記課題を解決すべく、鋭意，研究を重ねた結果、その請求項1の
発明を、ミシン本体に装着された刺繍するための布地を張った刺しゅう枠をＸ─Ｙ方向に
移動するためのＸ─Ｙ機構部に取り付ける取付部を有し外枠開口部を備えた外枠部材と、
前記外枠開口部に挿入可能に対応する外形形状を有し且つ内枠開口部を備えた内枠部材と
からなり、該内枠部材には刺しゅう枠内への布地の倒れ込みを防止するガード部材を設け
てなり、該ガード部材は、内枠部材の外側へ回動する可倒構造としてなることを特徴とす
る刺しゅう縫い機能付きミシンの刺しゅう枠としたことにより、上着の袖やズボン等のよ
うに筒状縫製部を有するものに対して刺しゅうを行う際にも、極めて効率的な作業とし、
且つ安全性を確保することができ上記課題を解決し、その目的を達成したものである。
【０００８】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。まず、刺しゅう枠Ａは、内枠部材Ａ

1 と外枠部材Ａ2 とから構成されている〔図１（Ａ）及び図２（Ａ），（Ｂ）参照〕。そ
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して、その内枠部材Ａ1 と外枠部材Ａ2 とで縫製物の筒状縫製部１２の刺しゅう縫い箇所
を枠固定し、ミシンの作業ベッド１０ａの内部に装着されたＸ─Ｙ方向の駆動機構の刺し
ゅう枠取付部に刺しゅう枠Ａを装着して、刺しゅう縫いを行うものである。
【０００９】
その内枠部材Ａ1 は、内枠体１とガード部材３のガード支持部２から構成されている。前
記内枠体１の形状には、種々のものが存在し、複数の内枠辺部１ａ，１ａ，…から形成さ
れ、その内枠辺部１ａ，１ａ，…によって周囲が囲まれた内枠開口部１ｈが形成される〔
図１（Ａ），図２（Ａ）等参照〕。
【００１０】
その内枠体１は、複数の内枠辺部１ａ，１ａ，…により略方形状をなし、具体的には長方
形又は正方形に形成されている。また、その内枠体１の各内枠辺部１ａ，１ａ，…は、略
円弧状とすることもある。その内枠体１を構成する一つの内枠辺部１ａには、ガード部材
３が装着されるガード支持部２が形成されている〔図２（Ａ）参照〕。
【００１１】
該ガード支持部２とガード部材３との構造は、該ガード部材３が垂直状及び水平状の位置
となるように、可倒式としたものである〔図１（Ａ），図２（Ａ）等参照〕。そのガード
支持部２は、内枠体１を筒状縫製部１２に挿通させたときに、その筒状縫製部１２の開口
部側に位置する内枠辺部１ａに形成されている。
【００１２】
そのガード支持部２には、二つの軸支部２ａ，２ａが形成されている〔図２（Ａ），図３
参照〕。該軸支部２ａ，２ａは、ガード部材３が回動して、内枠体１に対して略垂直及び
略水平にそれぞれ設定されるようにするための回動軸４が支持される。
【００１３】
そのガード支持部２には、前記ガード部材３が内枠体１の外方側から回動して垂直状の位
置となるようにするための垂直設定部２ｂが形成されている（図３参照）。該垂直設定部
２ｂは、垂直面状をなし、前記回動軸４を中心にして回動するガード部材３が当接し、垂
直状となるようにしている。また、その垂直設定部２ｂは、内枠体１に対して略垂直面と
なる場合も含まれる〔図４（Ａ），（Ｂ）参照〕。
【００１４】
次に、前記ガード部材３は、薄板状をなしており、その形状は方形状であり、長方形，正
方形等である。該ガード部材３は、前述したように前記回動軸４を中心に回動して、前記
内枠体１の外方から垂直となるように設定される。そのガード部材３と回動軸４とは一体
的に形成されたり、或いは別部材として形成されることもある。そのガード部材３は、前
記ガード支持部２に対して、水平状に設定したときにその位置を維持することができるよ
うに、少しきつく設定されることが好ましい。
【００１５】
或いは、特に図示しないが、前記ガード部材３を水平状に設定したときに、その水平状を
維持できるようにロック機構を設けてもよい。そのロック機構の具体例としては、ガード
部材３及びガード支持部２にそれぞれ凹凸部が形成され、そのガード部材３の水平状のと
きには、凹凸が互いに嵌まり合うようにして、そのガード部材３を垂直状に維持するもの
である。
【００１６】
そのガード部材３は、内枠部材Ａ1 に対して垂直状に設定されたときに、該内枠部材Ａ1 

からはみ出した筒状縫製部１２のしわ状に弛んだ余り部分１２ａの刺しゅう枠Ａ内への倒
れ込みを防止し、前記内枠体１内への余り部分１２ａの侵入を防止することができる。ま
た、ハンカチ等の１枚もの等の被刺しゅう布地の場合にはガード部材３が不要となるが、
このような場合には、水平状に倒した状態としておけばよい〔図１（Ｂ）参照〕。
【００１７】
そのガード部材３の幅寸法は、適宜に設定されるものであるが、図１，図２等に示すよう
に、ガード部材３が装着され内枠体１の内枠辺部１ａの長さより短いもので十分であるが
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、その変形例としてそのガード部材３の幅方向の寸法が広くなるように形成されることも
ある〔図７（Ａ），（Ｂ）参照〕。
【００１８】
これによって、筒状縫製部１２の余り部分１２ａを広範囲にわたって押さえ込むことがで
きる。また、この場合には、その幅方向両端が内枠体１の内側に向かって少し円弧状に形
成されることで、筒状縫製部１２との引っ掛かりを防止している。したがって、ガード部
材３の角部は、すべて円弧状に形成されることが好ましい。
【００１９】
さらに、図８（Ａ）に示すように、ガード部材３の上端が円弧状に屈曲形成されることも
ある。この変形例では、ガード部材３が垂直面だけでなく、状態の屈曲面によっても筒状
縫製部１２の余り部分１２ａを押さえ込むことができる〔図８（Ｂ）参照〕。
【００２０】
次に、ガード支持部２とガード部材３との別の構造の実施例としては、ガード部材３が着
脱式としたものである〔図９（Ａ），（Ｂ）参照〕。該実施例では、ガード部材３がガー
ド支持部２の箇所を回動するものではなく、ガード部材３が必要なときにガード支持部２
に装着し、不要のときにはガード部材３をガード支持部２から外すものである。
【００２１】
具体的には、ガード部材３には、差込み片３ａが形成され、また、ガード支持部２には被
挿入孔２ｃが形成されたものである。そして、その差込み片３ａが前記被挿入孔２ｃに挿
入されて、ガード部材３が内枠部材Ａ1 に装着されるものである。
【００２２】
そのガード部材３は、上記のように薄板片に形成される実施例の他に、フレーム形状とし
た実施例が存在する。該実施例では、針金、線状の合成樹脂等から形成されたものであっ
て、アーチ形状に形成され、その線状材の端部が前記軸支部２ａ，２ａに挿入されて、可
倒構造のガード部材３は構成される〔図１０（Ａ），（Ｂ）参照〕。
【００２３】
次に、外枠部材Ａ2 は、外枠体５，取付部７等から構成され、前記外枠体５は、複数の外
枠辺部５ａ，５ａ，…から形成され、その外枠辺部５ａ，５ａ，…によって周囲が囲まれ
た外枠開口部５ｈが形成される〔図１（Ａ），図２（Ａ）等参照〕。
【００２４】
そして、外枠部材Ａ2 の外枠開口部５ｈと前記内枠部材Ａ1 の内枠体１との間に布地を挟
持し、該内枠体１の内枠開口部１ｈ内で張り渡された布地部分に刺しゅうを施すものであ
る。したがって、外枠辺部５ａ，５ａ，…は、内枠部材Ａ1 の外形形状に略等しくなるよ
うに枠形成されるものである〔図１（Ａ），（Ｂ）参照〕。
【００２５】
その外枠部材Ａ2 は、外枠体５の適宜の外枠辺部５ａが二つに離間し、その離間部５ｂに
ロック螺子６が装着されている。該ロック螺子６により前記離間部５ｂの間隔が狭くなっ
たり、広くすることができ、外枠部材Ａ2 に内枠部材Ａ1 を固定又は分離させることがで
きる。
【００２６】
さらに、外枠部材Ａ２の外枠体５の外周側には、ミシン本体１０に装着されたＸ─Ｙ駆動
機構部への取付のために取付部７が形成されている。該取付部７は、腕状片７ｂ，取付片
７ａ及び取付螺子７ｃとから構成され、該腕状片７ｂは外枠体５の外方に突出し、その腕
状片７ｂの先端に形成された取付片７ａがＸ─Ｙ駆動機構の刺しゅう枠連結部１１ａに取
付螺子７ｃを介して連結される。
【００２７】
その腕状片７ｂは、外枠体５を構成する外枠辺部５ａ，５ａ，…の内の適宜の外枠辺部５
ａから外方に突出する突出片７ｂ１ と、該突出片７ｂ１ から前記外枠体５の外枠辺部５
ａと略平行に離間して形成された平行片７ｂ２ とから構成され、該平行片７ｂ2 の先端
に形成された取付片７ａと前記外枠体５の外枠辺部５ａとの間には空隙部Ｓが形成される
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ことになる〔図１（Ａ）参照〕。上記の空隙部Ｓを形成することにより、被刺しゅう布地
の筒状縫製部１２を刺しゅう枠Ａに装着する場合に、筒状縫製部１２が前記空隙部Ｓに入
り込み、筒状縫製部１２の刺しゅう枠Ａへの良好なる装着状態を得ることができる〔図５
（Ｂ）及び図６（Ａ）等参照〕。
【００２８】
【作用】
まず、上着の袖或いはズボンの足通し部等の筒状縫製部１２の刺しゅう縫い箇所を選定し
、その部分を刺しゅう枠Ａの内枠部材Ａ1 と外枠部材Ａ2 とで支持固定する。その刺しゅ
う枠Ａの取付部７を介して、ミシン本体１０の作業ベッド１０ａの内部に装着されたＸ─
Ｙ機構部１１の作業ベッド１０ａから突出したＸ─Ｙ機構の刺しゅう枠連結部１１ａに装
着される。
【００２９】
その内枠部材Ａ1 にガード部材３を回動させて垂直状に設定し、刺しゅう縫い作業を行う
〔図５（Ａ），（Ｂ）参照〕。この作業において、筒状縫製部１２の余り部位１２ａはし
わ状に弛む部分が前記ガード部材３により押し返され、弛み部分が刺しゅう枠Ａ内に入り
込むことを防止することができる〔図６（Ａ），（Ｂ）参照〕。
【００３０】
【発明の効果】
　請求項１の発明では、上着の袖口又はズボン等のような筒状縫製部１２への刺しゅう縫
いを行う場合に、外枠部材Ａ2 の外方にはみ出している筒状縫製部１２の余り部分１２ａ
に生じる弛み部分が刺しゅう枠内に入り込む（倒れ込む）ことを防止することができ、筒
状縫製部１２における刺しゅう縫い作業を効率的且つ安全に行うことができる。
【００３１】
　上記効果を詳述すると、外枠部材Ａ2 の外枠開口部５ｈと、内枠部材Ａ1 の外周との間
に筒状縫製部１２の刺しゅう縫いを施す箇所を挟持して支持固定し、これらを前記取付部
７を介してミシン本体１０に装着されたＸ─Ｙ機構部１１に取り付けて、刺しゅう縫いを
行う際に、内枠部材Ａ1 に装着された略垂直壁面状となるガード部材３が設けられており
、該ガード部材３が筒状縫製部１２の開口部側に位置するように設定しておくことにより
、前記ガード部材３が上着の袖、ズボン等の筒状縫製部１２の弛み部分を押さえることが
できる。
【００３２】
　これによって、刺しゅう縫い機能付きミシンにて刺しゅう縫いを行うときには、筒状縫
製部１２の余り部分１２ａに生じる弛みが内枠部材Ａ1 の内枠開口部１ｈ内に侵入し、そ
の余り部分１２ａが針落ち位置への布地が倒れ込み或いは入り込んで、刺しゅう縫い針が
誤って刺しゅう縫いを行うことを防止することができる。そして、これによって、余り部
分１２ａが刺しゅう枠Ａ内に倒れ込んだり或いは入り込む状態で侵入するのをいちいち作
業員の手でもって遮る必要がないので、誤って、手を怪我することを未然に防止すること
ができ、作業員の安全性を確保することができる。
【００３３】
　さらに、請求項１の発明では、前記ガード部材３は、内枠部材Ａ1 の外側へ回動する可
倒構造としてなる刺しゅう縫い機能付きミシンの刺しゅう枠としたことにより、ガード部
材３が必要なときのみ垂直状に立てて使用することができ、不要なときには、そのガード
部材３を水平状にしておくことができる。その切り換えは、略瞬時に行うことができ、刺
しゅう縫い作業の効率をさらに向上させることができる。
【００３４】
　次に、請求項２の発明では、請求項１において、前記外枠部材Ａ2の取付部７は、外枠
体５から外方に突出する腕状片７ａと該腕状片７ａの先端に外枠体５から離間して形成さ
れた取付片７ｂで構成され、前記外枠辺部Ａ2と前記腕状片７ａの先端に形成された取付
片７ｂの間には空隙部Ｓが形成されてなる刺しゅう縫い機能付きミシンの刺しゅう枠とし
たことにより、被刺しゅう布地の筒状縫製部１２の一部がその空隙部Ｓに入り込み、筒状
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縫製部１２を刺しゅう枠Ａに対して良好に装着することができるものであり、刺しゅう縫
い作業を行いやすくすることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】（Ａ）は本発明の斜視図
（Ｂ）は本発明の要部斜視図
【図２】（Ａ）は内枠部材の斜視図
（Ｂ）は外枠部材の斜視図
【図３】内枠部材の要部斜視図
【図４】（Ａ）はガード部材の倒れ状態の作用図
（Ｂ）はガード部材の立設状態の作用図
【図５】（Ａ）は刺しゅう縫い作業を示す斜視図
（Ｂ）は（Ａ）の要部拡大斜視図
【図６】（Ａ）は刺しゅう縫い作業を示す要部平面図
（Ｂ）は刺しゅう縫い作業を示す要部側面図
【図７】（Ａ）はガード部材の第１変形例の斜視図
（Ｂ）は（Ａ）のガード部材による作用図
【図８】（Ａ）はガード部材の第２変形例の斜視図
（Ｂ）は（Ａ）のガード部材による作用図
【図９】（Ａ）は本発明の第２実施形態の斜視図
（Ｂ）は本発明の第２実施形態の変形例の斜視図
【図１０】（Ａ）はガード部材の別の変形例の斜視図
（Ｂ）は（Ａ）の要部側面図
（Ｃ）はガード部材の変形例の斜視図
（Ｄ）はガード部材の別の変形例の斜視図
【符号の説明】
Ａ…刺しゅう枠
Ａ1 …内枠部材
Ａ2 …外枠部材
１ｈ…内枠開口部
３…ガード部材
５ａ…外枠辺部
５ｈ…外枠開口部
７…取付部
７ａ…腕状片
７ｂ…取付片
７ｂ1 …突出片
７ｂ2 …平行片
１０…ミシン本体
Ｓ…空隙部
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